
 

 

 

  

令和５年８月 17日 

 

 

消費者安全法の重大事故等に係る公表について 

 

 消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者

事故等として通知された事案は 82件、うち重大事故等として通知された事案

は 21件でした。 

概要について、以下のとおり公表します。 

 

１. 消費者事故等として通知された事案（82件） 

（１）関係行政機関より71件（食品－48件、製品－18件、運輸－３件、役務－

１件、施設１件） 

 

（２）地方公共団体等より 11件（製品－３件、役務－８件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件 

 

 

２．重大事故等として通知された事案（21件） 

（１）関係行政機関より 18件 

●国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（３件） 

●警察庁に報告のあった製品事故の情報（１件） 

●警察庁に報告のあった役務事故の情報（１件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（12件） 

●総務省消防庁に報告のあった施設事故の情報（１件） 

   

（２）地方公共団体等より３件 

●製品事故の情報（２件） 

●役務事故の情報（１件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件 

 

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資すため、関係

省庁とも共有する予定。 
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３．特記事項   

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載された

リコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認す

ることができます。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。 

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト 

ＰＣ・携帯  https://www.recall.caa.go.jp/ 

 

 

４．留意事項 

これらは、消費者安全法第 12 条第１項又は第２項及び第 29 条第１項又は

第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により

事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したも

のではありません。 

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査

の進展等により、変更又は削除される可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

消費者庁消費者安全課 三宅、石井 

TEL : 03(3507)9263（直通） 

URL : https://www.caa.go.jp/ 

https://www.recall.caa.go.jp/


管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1230807-05 令和5年8月4日 令和5年8月7日 照明器具 火災 当該照明器具から出火する火災が発生。 大分県  

G1230807-06 令和5年8月5日 令和5年8月7日 軽自動車 火災
当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

広島県  

E3230808-01 令和5年8月5日 令和5年8月8日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名

当該乗合バスが運行中、対向車線側のガードレー
ルに衝突し、その反動で、道路左側のカードレール
に車体前面から衝突し、乗客のうち1名が左腕骨折
の重傷。

東京都  

E3230808-02 令和5年8月7日 令和5年8月8日 運輸サービス（タクシー） 重傷1名（60歳代）
当該タクシーが運行中、交差点を右折したところ、
対向車線より直進してきた自動二輪車と衝突し、乗
客1名が重傷。

福岡県  

F1230808-01 令和5年8月7日 令和5年8月8日
その他のサービス（スポー
ツクラブ）

死亡1名

当該スポーツクラブのイベントで訪れた湖において、
引率された児童らが遊んでいたが、点呼時に児童1
名の行方が分からなくなり、その後、当該湖水中で
発見された。当該児童は、意識不明の状態で救急
搬送されたが、その後、病院で死亡が確認された。

滋賀県  

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

別紙



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1230808-01 令和5年7月16日 令和5年8月8日
接続ケーブル（太陽光発電
システム用）

火災

当該接続ケーブル（太陽光発電システム用）を焼損
し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

愛媛県

令和5年8月10日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230808-02 令和5年6月10日 令和5年8月8日 リチウム電池内蔵充電器 火災
当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が
発生。

三重県  

G1230808-05 令和5年7月15日 令和5年8月8日
電気掃除機（充電式、ス
ティック型）

火災
当該電気掃除機（充電式、スティック型）を焼損する
火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

令和5年8月4日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
G1230727-06 と同
一事故

G2230808-02 令和5年5月22日 令和5年8月8日
教育サービス（小学校：遊
具）

重症1名

小学校の遊具（滑り台）において、児童が遊んでい
る際に、何らかの原因により、当該遊具の手すり部
分に首が挟まった状態で発見され、病院に救急搬
送したが、蘇生後脳症の重症。

東京都  

E3230809-01 令和5年8月8日 令和5年8月9日
運輸サービス（特定旅客バ
ス）

重傷1名（70歳代）

当該特定旅客バスが運行中、バス停を発車した際
に、後方から追い抜いてきた自転車があったため、
急制動をかけたところ、車内を移動しようとしていた
乗客が転倒し、脊柱圧迫骨折の重傷。

千葉県  

F1230809-01 令和5年7月24日 令和5年8月9日 照明器具 火災
建物を全焼する火災が発生した。当該照明器具付
近の焼損が激しく、発火源も含め、現在、原因を調
査中。

沖縄県  



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1230809-01 令和5年7月11日 令和5年8月9日 コンセント付洗面化粧台 火災
当該コンセント付洗面化粧台及び周辺を焼損する
火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府

令和5年8月4日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230809-06 令和5年8月2日 令和5年8月9日 リチウムイオン電池 火災
当該リチウムイオン電池を焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

茨城県  

G1230809-09 令和5年8月8日 令和5年8月9日 低圧進相コンデンサ 火災
当該低圧進相コンデンサを焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

秋田県  

G1230810-01 令和5年7月11日 令和5年8月10日
コントローラー（電気磁気治
療器用）

火災
当該コントローラー（電気磁気治療器用）から出火す
る火災が発生。

広島県  

G1230810-02 令和5年4月28日 令和5年8月10日
バッテリー（リチウムイオ
ン、ノートパソコン用）

火災

ノートパソコンを充電中、異音がしたため確認する
と、当該バッテリー（リチウムイオン、ノートパソコン
用）及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該
バッテリー（リチウムイオン、ノートパソコン用）に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

神奈川県

令和5年7月4日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
G1230515-07 と同
一事故

G1230810-11 令和5年8月6日 令和5年8月10日 扇風機 火災
当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

宮城県  



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1230810-13 令和5年8月9日 令和5年8月10日
電気掃除機（充電式、ス
ティック型）

火災
当該電気掃除機（充電式、スティック型）を焼損する
火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

愛知県

※　管理番号：国土交通省（E）、警察庁（F）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

230808-006 令和4年12月28日 令和5年8月8日 店舗サービス 重傷1名（70歳代）
店舗において、店員が押していた商品を載せた台
車が、利用客にぶつかった際に、当該利用客がよろ
けて手を付き、腰と膝を打撲する重傷。

石川県  

230808-011 令和5年6月19日 令和5年8月8日 軟膏 重傷1名（70歳代）
当該軟膏を右頬のほくろに塗布したところ、皮膚が
変色したため、病院を受診した結果、Ⅲ度の化学熱
傷を負う重傷。

神奈川県

230810-009 令和5年4月3日 令和5年8月10日
容器（浴室用洗剤、スプ
レー型）

重傷1名

自宅浴室において、使用者が排水口の掃除をしよう
としたところ、立たせて置いていた当該容器（浴室用
洗剤、スプレー型）の噴射口後方の鋭角な部分が脛
に当たり、皮膚がめくれ、左脛を挫創する重傷。

愛知県

■地方公共団体等からの通知

別紙




